
 

発     言     通     告     書 

    令和 7年 2月 27日 

松山市議会議長 原   俊 司 殿   

  松山市議会議員 太 田 幸 伸 

次のとおり通告します。    

発言順位 １６ 受領日時 2月 27日 午後 1時 00分 1 枚中 1 枚目 

質問等の方式 一問一答方式  ・  一括方式 発言時間 約 30 分 

答弁を求める者 
･市長    ･教育長    ･選挙管理委員会委員長    ･公平委員会委員長 

･農業委員会会長    ･監査委員    ･公営企業管理者 

 

No 件        名 発  言  の  要  旨 

1 旧優生保護法について 旧優生保護法補償金等の対象者への周知について 

   

2 まつやま型コミュニティ・スクールに まつやま型コミュニティ・スクールの推進スケジュール、体制整備、取組 

 ついて の詳細な内容及び文部科学省型コミュニティ・スクールへの移行計画 

  について 

   

3 地域防災力向上の取組について 自主防災組織、消防団、避難所の施設管理者などで構成される地域 

  防災連携会議の定期的な開催について 

   

4 ひきこもり支援について （１）本市のひきこもり支援施策について 

  （２）ひきこもり支援ハンドブックの活用について 

   

5 平和事業について 戦争の悲惨さや平和の尊さを伝える取組について 

   

6 ろうあ者支援について 中国・四国地区ろうあ者体育大会の概要及び障害者差別解消法や手 

  話の理解啓発について 

   

7 カーブミラー設置について 袋小路のカーブミラー設置について 

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 


